
 

消費税の扱い及び消費税抜推計値 

― ２０２５年経済産業省企業活動基本調査 速報 ― 

 

1. 本調査の消費税の扱いについて 

  企業会計における消費税の経理処理方法には、大きく分けて税抜経理処理及び税込経理処理

がある。経済産業省企業活動基本調査においては、２０２２年調査より消費税の取扱いについ

て「原則、消費税込（会計処理上税込で回答することが困難な場合は税抜）での回答」から

「それぞれの経理処理に基づいた回答」に変更した。そのため、公表値は税抜経理処理と税込

経理処理が混在した結果となっている。 

 

2. 税抜推計値及び税抜比率について 

２０２５年調査の調査結果に基づく売上高の税抜推計値及び税抜比率は以下のとおり。 

 

（注１）太枠内は、経済産業省企業活動基本調査の対象産業に格付けされた企業の値。 

（注２）サービス業（＊）は、廃棄物処理業、機械等修理業、職業紹介業、労働者派遣業、ディスプレイ業、テレマーケティ 

ング業、その他の事業サービス業の計である。 

（注３）公表値（a）は、消費税抜経理処理と消費税込経理処理の混在値である。 

（注４）税抜推計値（b）は、企業における取引を全て課税対象取引とみなし、消費税率を一律 10％として算出している。 

    ただし、「クレジットカード業、割賦金融業」、「その他の産業」のうち「不動産取引業」、「金融・保険業」及び「医療・ 

福祉業」については、主たる取引に合わせて非課税扱いとしている。 

 

総合計 875,466,243 873,594,214 99.8
合計 827,324,463 825,584,974 99.8

鉱業、採⽯業、砂利採取業 588,587 587,689 99.8
製造業 339,244,316 338,725,544 99.8
電気・ガス業 43,859,871 43,842,985 100.0
情報通信業 43,672,189 43,556,973 99.7
卸売業 242,088,226 241,409,858 99.7
⼩売業 100,180,646 99,924,309 99.7
クレジットカード業、割賦⾦融業 3,973,668 3,973,668 100.0
物品賃貸業 11,661,789 11,627,884 99.7
学術研究、専⾨・技術サービス業 12,479,399 12,471,487 99.9
飲⾷サービス業 5,559,802 5,543,115 99.7
⽣活関連サービス業、娯楽業 4,463,015 4,440,830 99.5
個⼈教授所 85,857 85,607 99.7
サービス業（※） 19,467,098 19,395,025 99.6

その他の産業 48,141,780 48,009,240 99.7
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